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「取引所為替証拠金取引説明書」の一部改正について 

                                     下 線 部 変 更 

 （平成 27年５月 11日） 

現 行 変 更 後 

（表紙） 

平成 26年８月 

 

取引所為替証拠金取引の仕組みについて 

東京金融取引所における取引所為替証拠金取引は、同取

引所が定める規則に基づいて行います。当社による取引

所為替証拠金取引の受託業務は、これらの規則（同取引

所の決定事項および慣行を含みます。以下同じ｡）に従

うとともに、金融商品取引法その他の関係法令および一

般社団法人金融先物取引業協会規則を遵守して行いま

す。 

 

☆取引の方法 

東京金融取引所（以下「取引所」といいます｡）におい

ては、別表（取引所為替証拠金取引の種類）に掲げる取

引所為替証拠金取引が取引されます。 

それぞれの対日本円取引の対象通貨またはクロス取引

の通貨組合せ、取引単位及び呼び値の最小変動幅は、別

表（取引所為替証拠金取引の種類）をご覧ください。 

その取引の仕組みは各通貨組合せとも共通（一部通貨に

おける決済日の取扱いを除く。別表（取引所為替証拠金

取引の種類）ご参照ください。）で、次のとおりです。 

 

①～④    （省 略） 

 

☆証拠金 

(1)     （省 略） 

(2) 証拠金の差入れ 

お客様が当社に取引所為替証拠金取引を委託する際

は、当社が定める額以上の額を証拠金として差入れ

る必要があります。 

（注）他に建玉があるときは、次の(3)によります。 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（表紙） 

平成 27年５月 

 

取引所為替証拠金取引の仕組みについて 

東京金融取引所における取引所為替証拠金取引（以下、

「本取引」という。）は、同取引所が定める規則に基づ

いて行います。当社による本取引の受託業務は、これら

の規則（同取引所の決定事項および慣行を含みます。以

下同じ｡）に従うとともに、金融商品取引法その他の関

係法令および一般社団法人金融先物取引業協会規則を

遵守して行います。 

 

☆取引の方法 

東京金融取引所（以下「取引所」といいます｡）におい

ては、別表（取引所為替証拠金取引の種類）に掲げる本

取引が取引されます。 

それぞれの対日本円取引の対象通貨またはクロス取引

の通貨組合せ、取引単位及び呼び値の最小変動幅は、別

表（取引所為替証拠金取引の種類）をご覧ください。 

その取引の仕組みは各通貨組合せとも共通（一部通貨に

おける決済日の取扱いを除く。別表（取引所為替証拠金

取引の種類）ご参照ください。）で、次のとおりです。 

 

①～④    （現行どおり） 

 

☆証拠金 

(1)     （現行どおり） 

(2) 証拠金の差入れ 

お客様が取引の注文をする際は、(3)に定める必要証

拠金以上の額を証拠金として当社に差入れる必要が

あります。証拠金は日本円のみの受け入れとし、有

価証券や外貨の受け入れはいたしません。 

 

(3)証拠金 

本取引は、「取引所の定める為替証拠金基準額（本説

明書では、以下「取引所基準額」という。）に基づき 4

つのレバレッジコース「1倍」「5倍」「10倍」「25倍」

があります。新規注文発注の際に、お客様の取引手法

に応じたレバレッジコースをご選択していただけま
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現 行 変 更 後 

 

 

 

 

(3)     （省 略） 

 

(4) 有価証券等による充当 

証拠金は、有価証券等により充当することはできま

せん。 

(5) ～(6)     （省 略） 

(7) ロスカットの取扱い 

当社は、お客様の建玉を決済した場合に生じること

となる損失の額（値洗いによる評価損益およびスワ

ップポイントを加減します。）が証拠金預託額に対し

所定の割合に達した場合、損失の拡大を防ぐため、

お客様の計算において転売または買戻しを行いま

す。（「ロスカットルール」といいます。）ただし、相

場が急激に変動した場合には、ロスカットルールで

あっても、証拠金の額を上回る損失が生じることが

あります。また、ロスカットは、保有するすべての

建玉に対し実行しますが、ロスカット実行時に保有

する通貨の対象国が休日等で取引時間外の場合、そ

の通貨または金融指標のロスカットは、取引開始後

ただちに行います。なお、すべての建玉のロスカッ

トが完了するまでの間は、取引できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

す。 

    ※各通貨ペアの取引所基準額は東京金融取引所が一

週間分の清算価格平均値を用いて算出いたしま

す。 

(4)     （現行どおり） 

 

（削 除） 

 

 

(5) ～(6)     （現行どおり） 

(7) ロスカットの取扱い 

  当社は、本口座の有効比率を一定の間隔で確認し、そ

の際に有効比率が 100%以下となっている場合、お客

様の登録されたメールアドレスにアラートメールを

送信致します。また、本口座の有効比率確認時に有効

比率が 80％以下となっている場合には、未約定の注

文をすべて取消したうえで、すべてのポジションを強

制決済（ロスカット）します。 

【有効比率の確認間隔】 

100％超：約５分 

100％以下：約１分 

※ロスカット実行時に保有する通貨ペアが取引所の

取引時間外のために決済されない場合、その通貨

のロスカットは、直近の取引開始後直ちに行いま

す。なお、すべての建玉のロスカットが完了する

までの間は、取引できません。 

※市場急変時はアラートメールを送信することなく

ロスカット注文が執行される場合があります。 

※システムの有効比率の確認は上記の間隔で行われ

るため、急激な相場変動時等には有効比率が 80%

を大きく割込んだ時点で強制決済されることがあ

ります。さらに、有効比率がマイナスの時点で強

制決済され、預託資金以上の損失が発生する可能

性があります。 

※預託資金以上の損失が発生した場合、損失額と預

託資金の差額を直ちにご入金いただく必要があり

ます。 

 

(8) 証拠金不足の取り扱い 

本取引は取引日ごとの取引終了時におけるお客様の

証拠金等の実預託額（有効証拠金）が必要証拠金額

（取引所基準額にて計算）を下回る場合（以下「証

拠金不足」という）、次に定める基準にしたがって処

理を行います。 
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現 行 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8)       （省 略） 

(10)証拠金の返還 

当社は、お客様が取引所為替証拠金取引について

決済を行った後に、差入れた証拠金に決済差益を

加算した額からお客様の当社に対する債務額を控

除した後の金額の返還を請求したときは、取引所

が定める当社が返還すべき額を原則として遅滞な

く返還します。 

(11)その他 

当社が取引所為替証拠金取引の委託の取次ぎを行

う場合の証拠金の取扱いについても、上記の取扱

いに準じます。証拠金の取扱いについて、詳しく

は当社にお尋ねください。 

 

☆決済時の金銭の授受 

取引所為替証拠金取引の建玉の決済を行った場合は、通貨

の組合せごとに、次の計算式により算出した金額が証拠金

預託額に加算または減算され、上記「☆証拠金  (6)証拠

金の引出し」に従って、現金の引出しを行うことができま

す。 

（省 略） 

 

☆～☆   （省 略） 

 

☆益金に係る税金 

個人が行った取引所為替証拠金取引で発生した益金

（手仕舞いで発生した売買差益およびスワップポイン

ト収益をいいます。以下、同じ。）は、「雑所得」とし

て申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要が

あります。税率は、所得税が 15％、復興特別所得税が

①証拠金不足が生じた場合、お客様の新規取引を規制

し、証拠金不足が生じている旨を通知します。当社

は、②に定める時間までにお客様から不足額以上の

入金を確認できなかった場合は、注文中の注文を取

消したうえで、お客様が保有するすべての建玉を決

済（以下「強制決済」という）します。 

②入金期限：証拠金不足判定の翌取引日 26時（深夜２

時） 

※日本の金融機関の休業日の前日に証拠金不足が発生

した場合、強制決済処理は行いません。     

※証拠金不足に係る判定は、保有建玉のレバレッジコー

スに関わらず、取引所基準額を元により判定します。 

 

(9)     （現行どおり） 

(10)証拠金の返還 

当社は、お客様が本取引について決済を行った後

に、差入れた証拠金に決済差益を加算した額から

お客様の当社に対する債務額を控除した後の金額

の返還を請求したときは、取引所が定める当社が

返還すべき額を原則として遅滞なく返還します。 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

☆決済時の金銭の授受 

本取引の建玉の決済を行った場合は、通貨の組合せごと

に、次の計算式により算出した金額が証拠金預託額に加算

または減算され、上記「☆証拠金  (6)証拠金の引出し」

に従って、現金の引出しを行うことができます 

 

 

（現行どおり） 

 

☆～☆    （現行どおり） 

 

☆益金に係る税金 

(1)個人のお客様に対する課税 

本取引で発生した益金（手仕舞いで発生した売買差益

およびスワップポイント収益をいいます。以下、同

じ。）は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、
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現 行 変 更 後 

所得税額×2.1％※、地方税が 5％となります。また、

その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と

通算でき、損益を通算して損失となる場合は、一定の

要件の下で、翌年以降 3年間、繰越すことができ、他

の先物商品との間での損益通算を行うことが可能で

す。 

法人のお客様が行った取引所為替証拠金取引で発生し

た益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算

入されます。 

当社は、お客様の取引所為替証拠金取引について差金

等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の

住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の

所轄税務署長に提出します。 

詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。 

なお、税制については、関連法令またはその解釈等が

将来変更される可能性があります。 

※復興特別所得税は、平成 25年から平成 49年まで（25

年間）の各年分の所得税の額に 2.1％を乗じた金額（利

益に対しては、0.315％）が、追加的に課税されるもの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社への取引の委託の手続きについて 

 

お客様が当社に取引所為替証拠金取引を委託する際の

手続きの概要は、次のとおりです。 

 

(1) 取引の開始 

①本説明書の交付を受ける 

はじめに、当社から本説明書を交付いたしますの

で、取引所為替証拠金取引の仕組みやリスクにつ

いて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任にお

いて取引を行う旨の確認書をご提出ください。 

 

確定申告をする必要があります。税率は、所得税が

15％、復興特別所得税が所得税額×2.1％※、地方税

が 5％となります。また、その損益は、差金等決済を

した他の先物取引の損益と通算でき、損益を通算して

損失となる場合は、一定の要件の下で、翌年以降 3年

間、繰越すことができ、他の先物商品との間での損益

通算を行うことが可能です。 

(2)法人のお客様に対する課税 

各法人の事業年度に応じて損益を計算します。 

法人本来の事業活動における損益と外国為替証拠金

取引による損益を合算して課税所得を計算します。 

法人税法では事業年度末日における未実現損益も課

税所得計算に参入する必要があります。事業年度末日

に外国為替証拠金取引による決済があったものとし

て損益計算を行い、課税所得の計算をします。課税所

得にマイナスが生じた場合。青色申告の届出を提出し

ていれば、損失を７年間繰越すことができます。 

(3)支払調書 

当社は、お客様が本取引について差金等決済を行った

場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支

払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長

に提出します。 

※詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。 

   なお、税制については、関連法令またはその解釈等

が将来変更される可能性があります。 

※復興特別所得税は、平成 25年から平成 49年まで（25

年間）の各年分の所得税の額に 2.1％を乗じた金額

（利益に対しては、0.315％）が、追加的に課税さ

れるものです。 

 

当社への取引の委託の手続きについて 

 

お客様が当社に本取引を委託する際の手続きの概要

は、次のとおりです。 

 

 (1) 取引の開始 

①市場デリバティブ取引に係るご注意（以下「注意

喚起文書」という）、本取引に関する約款（以下「契

約約款」という）、および本説明書の受領。 

当社から注意喚起文書、契約約款および本説明書

を交付いたしますので、本取引の仕組みやリスク

について十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任
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現 行 変 更 後 

 

 

②為替証拠金取引口座の設定 

取引所為替証拠金取引の開始に当たっては、あら

かじめ当社に為替証拠金取引口座の設定に関する

約諾書を差入れ、為替証拠金取引口座を設定して

いただきます。その際ご本人である旨の確認書類

をご提示していただきます。 

③媒介約諾書の差入れ 

当社に取引所為替証拠金取引の委託の媒介を依頼

する場合には、あらかじめ媒介に関する約諾書を

差入れていただきます。 

 

（追 加） 

 

 

 

 

 (2) 発注証拠金の差入れ 

取引所為替証拠金取引の委託注文をするときはあ

らかじめ、当社に所定の証拠金を差入れていただ

きます。当社は、証拠金を受入れたときは、お客

様に受領書（取引報告書）を交付します。 

(3) 委託注文の指示 

取引所為替証拠金取引の委託注文をするときは、

当社の取扱時間内に、次の事項を正確に当社に指

示するか、または当社が提供するシステム注文画

面に正確に入力してください。 

①委託する取引対象を上場している金融商品取引所

の名称（この場合は取引所） 

②委託する通貨の組合せ 

③～⑦   （省 略） 

 (4) 建玉の保有または結了の方法 

既存の建玉を反対売買により決済する場合は、転

売または買戻しとして取引数量分をあらかじめ

指定した建玉から減じる方法（指定決済法）で行

います。 

なお、同一通貨の売建玉と買建玉を同時に保有す

る両建てを行うことは可能ですが、両建てをした

後にそれぞれの建玉を反対売買により決済する

場合、売買価格差や委託手数料を二重に負担する

こととなる等の経済的合理性を欠き、実質的に意

において取引を行う旨を電磁的方法で同意をして

いただきます。 

②当社による書面の交付を電磁的方法により受ける

ことを承諾いただきます。 

 

 

 

 

③取引所為替証拠金取引設定約諾書の同意 

本取引を行うに当たり、お客様と当社の間に発生す

る権利・義務関係や取引に関する取り決めを充分ご

理解のうえ、本約諾書の差入れに替えて電磁的方法

で同意をいただきます 

④お取引の口座開設 

本取引の開始にあたってはあらかじめ当社「くりっ

く 365」に口座開設をいただきます。その際ご本人で

あることを確認できる公的証書をご提出いただきま

す。 

(2) 証拠金の差入れ 

   本取引の注文をするときは、あらかじめ当社に所定

の証拠金を差入れていただきます。 

 

 

(3) 注文の指示 

   本取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、

次の事項を正確に当社に指示してください。 

 

 

①注文する取引対象を上場している金融商品取引所

の名称（本取引の場合は取引所） 

②通貨ペア 

③～⑦   （現行どおり） 

 (4) 建玉の保有または決済の方法 

   建玉の決済方法には反対売買および建玉整理が

あります。 

反対売買により決済する場合は、転売または買戻

しとして取引数量分をあらかじめ指定した建玉

から減じる方法（指定決済法）で行います。 

同一通貨の売建玉と買建玉を同時に保有する両

建てを行うことは可能ですが、両建てをした後に

それぞれの建玉を反対売買により決済する場合、

売買価格差や委託手数料を二重に負担すること
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現 行 変 更 後 

味がない取引であることにご留意ください。ま

た、両建てを建玉整理により解消する場合は、売

買価格差や委託手数料を二重に負担することは

ありませんが、経済的合理性を欠く恐れがありま

す。 

(5) 委託注文をした取引の成立 

委託注文をした取引が成立したときは、当社は成

立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお

客様に交付します。 

(6) 証拠金の維持 

委託をした取引所為替証拠金取引が成立したとき

は、発注証拠金は取引所が計算する取引証拠金に

振替わります。また、証拠金に不足額が生じた場

合には、証拠金の追加差入れが必要になります。 

(7)～(8)    （省 略） 

(9) 取引残高、建玉、証拠金等の報告 

当社は、取引状況をご確認いただくため、お客様

から請求があった場合は取引成立のつど、お客様

からの請求がない場合は四半期ごと（残高がある

ものの取引成立がない場合は 1年ごと。以下「報

告対象期間」といいます。）にお客様の報告対象期

間において成立した取引の内容並びに報告対象期

間の末日における建玉、証拠金およびその他の未

決済勘定の現在高を記載した報告書を作成して、

お客様に交付します。 

(10)     （省 略） 

(11)当社の取引停止等の場合の建玉移管等の手続き 

取引所の取引参加者である当社が支払不能等の事

由により、取引所から取引停止等の処分等を受け、

取引所がお客様の未決済建玉について建玉移管ま

たは決済を行わせることとした場合のお客様によ

る手続きの概要は、次のとおりです。 

 

①建玉移管を希望するときは、取引所の別の取引参

加者である金融商品取引業者に建玉移管を申込ん

で承諾を受け、当該移管先の金融商品取引業者に

為替証拠金取引口座を設定する。 

②建玉の決済を希望するときは、取引停止等の処分

を受けた当社に対しその旨を指示する。 

お客様が取引所の定める日時までに上記①または

②の手続きを行わなかった場合には、取引所は、

お客様の計算において、建玉の決済を行います。

となるなどの経済的合理性を欠く可能性があり

ます。また、両建てを建玉整理により解消する場

合は、売買価格差や委託手数料を二重に負担する

ことはありませんが、経済的合理性を欠く恐れが

あります。 

(5) 委託注文をした取引の成立 

委託注文をした取引が成立したときは、当社は成

立した取引の内容を明らかにした取引報告書兼取

引残高報告書をお客様に交付します。 

(6) 証拠金の維持 

委託注文した取引が成立したときは、発注証拠金

は必要証拠金に振替わります。また、証拠金に不

足額が生じた場合には、証拠金の追加差入れが必

要になります。 

(7)～(8)     （現行どおり） 

(9) 取引残高、建玉、証拠金等の報告 

当社は、取引の状況をご確認いただくため、取引

成立のつど、およびお四半期（３月、６月、９月、

12月末）ごとに、対象期間において成立した取引

の内容ならびに四半期末日におけるお客様の建

玉、口座状況、対象期間に成立した取引の内容お

よび入出金履歴を記載した取引残高報告書を作成

してお客様に交付します。 

 

 

(10)     （現行どおり） 

(11)当社の取引停止などの場合の建玉移管などの手続

き 

当社が支払不能などの事由により、取引所から取

引停止などの処分を受けた場合、取引所がお客様

の未決済建玉について建玉移管または決済を行わ

せる場合があります。手続きについてはその際に

ご案内します。 

（削 除） 

 

 

 

（削 除） 
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現 行 変 更 後 

なお、差入れた証拠金および決済差益は、取引所

に預託されておりますので、その範囲内で取引所

の定めるところにより、移管先の金融商品取引業

者または取引所から返還を受けることができま

す。 

(12)その他 

当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の

うえ、万一、記載内容に相違または疑義があると

きは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会く

ださい。 

 

取引所為替証拠金取引およびその委託に関する主要な用 

語 

◇受渡決済（うけわたしけっさい） 

先物取引やオプション取引の決済期日に、原商品とそ

の対価の授受を行う決済方法をいいます。取引所為替

証拠金取引においては、受渡決済は行われません。 

◇売付取引（うりつけとりひき）◇売建玉（うりたてぎょ

く） 

一般に先物・オプションを売る取引をいいます。取引

所為替証拠金取引の場合は、買戻したときの約定価格

が新規の売付取引の約定価格を下回ったときに利益が

発生し、上回ったときに損失が発生することとなりま

す。 

売付取引のうち、決済が結了していないものを売建玉

といいます。 

◇買付取引（かいつけとりひき）◇買建玉（かいたてぎょ

く） 

一般に先物・オプションを買う取引をいいます。取引

所為替証拠金取引の場合は、転売したときの約定価格

が新規の買付取引の約定価格を上回ったときに利益が

発生し、下回ったときに損失が発生することとなりま

す。 

買付取引のうち、決済が結了していないものを買建玉

といいます。 

◇   （省 略） 

 

◇金融商品取引業者（きんゆうしょうひんとりひきぎょう

しゃ） 

取引所為替証拠金取引を含む金融商品取引を取扱う業

務について、金融商品取引法による登録を受けた者を

いいます。 

 なお、差入れた証拠金および決済差益は、取引所

に預託されておりますので、その範囲内で取引所

の定めるところにより、移管先の金融商品取引業

者または取引所から返還を受けることができま

す。 

(12)その他 

当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の

うえ、記載内容に相違または疑義があるときは、

速やかに当社へ直接ご照会ください。 

 

 

取引所為替証拠金取引およびその委託に関する主要な用 

語 

◇受渡決済（うけわたしけっさい） 

先物取引やオプション取引の決済期日に、原商品とそ

の対価の授受を行う決済方法をいいます。本取引にお

いては、受渡決済は行われません。 

◇売付取引（うりつけとりひき）◇売建玉（うりたてぎょ

く） 

一般に先物・オプションを売る取引をいいます。本取

引の場合は、買戻したときの約定価格が新規の売付取

引の約定価格を下回ったときに利益が発生し、上回っ

たときに損失が発生することとなります。 

売付取引のうち、決済が結了していないものを売建玉

といいます。 

 

◇買付取引（かいつけとりひき）◇買建玉（かいたてぎょ

く） 

一般に先物・オプションを買う取引をいいます。本取

引の場合は、転売したときの約定価格が新規の買付取

引の約定価格を上回ったときに利益が発生し、下回っ

たときに損失が発生することとなります。 

買付取引のうち、決済が結了していないものを買建玉

といいます。 

 

◇    （現行どおり） 

 

◇金融商品取引業者（きんゆうしょうひんとりひきぎょう

しゃ） 

本取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金

融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 
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現 行 変 更 後 

◇限日取引（げんにちとりひき） 

取引所為替証拠金取引において、毎取引日を取引最終

日とする取引をいいます。同一取引日中反対売買され

なかった建玉は、翌取引日に繰越されます。 

◇～◇   （省 略） 

◇指定決済法（していけっさいほう） 

同一の取引所為替証拠金取引において既存の建玉の反

対売買に相当する取引が成立した場合、既存の建玉と

の両建てとし、後で顧客が決済の対象とする建玉を指

定して申告を行うことで建玉を減じる方法をいいま

す。 

◇証拠金（しょうこきん） 

先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するた

めに差入れる保証金をいいます。 

◇   （省 略） 

（追 加） 

 

（追 加） 

 

 

 

（追 加） 

 

 

（追 加） 

 

 

◇スワップポイント 

取引所為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当

該取引日に係る決済日から翌取引日に係る決済日まで

の売付通貨の借入れおよび買付通貨の貸付けを行った

ことと実質的に同じであると考えられます。ロールオ

ーバーにより決済期日が繰越された場合に、組合せ通

貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算

出される計算上の数額をスワップポイントといいま

す。なお、通貨の需給の偏りにより、スワップポイン

トが金利差を反映しないことがあります。 

◇～◇     （省 略） 

 

◇付合せ時間帯（つけあわせじかんたい） 

取引所の取引所為替証拠金取引は、同取引所の定める

時間帯に行います。 

◇限日取引（げんにちとりひき） 

本取引において、毎取引日を取引最終日とする取引を

いいます。同一取引日中反対売買されなかった建玉は、

翌取引日に繰越されます。 

◇～◇    （現行どおり） 

◇指定決済法（していけっさいほう） 

本取引において既存の建玉の反対売買に相当する取引

が成立した場合、既存の建玉との両建てとし、後で顧

客が決済の対象とする建玉を指定して申告を行うこと

で建玉を減じる方法をいいます。 

 

◇証拠金（しょうこきん） 

先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するた

めに差入れる保証金をいいます。 

◇    （現行どおり） 

◇証拠金預託額 

お客様からお預かりしている証拠金残高です。 

◇必要証拠金額 

建玉を維持するために必要な証拠金額です。 

新規注文の発注、ロスカットおよび証拠金不足の判定

に使います。 

◇有効証拠金額 

証拠金預託額に評価損益を加え、出金指示額を差引い

た金額です。 

◇有効比率 

必要証拠金額に対する有効証拠金額の割合を百分率で

表した数値です。 

◇スワップポイント 

本取引におけるロールオーバーは、当該取引日に係る

決済日から翌取引日に係る決済日までの売付通貨の借

入れおよび買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に

同じであると考えられます。ロールオーバーにより決

済期日が繰越された場合に、組合せ通貨間の金利差を

調整するために、その差に基づいて算出される計算上

の数額をスワップポイントといいます。なお、通貨の

需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映

しないことがあります。 

◇～◇    （現行どおり） 

 

◇付合せ時間帯（つけあわせじかんたい） 

本取引は、取引所の定める時間帯に行います。 
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現 行 変 更 後 

◇     （省 略） 

◇特定投資家（とくていとうしか） 

取引所為替証拠金取引を含む有価証券に対する投資に

係る専門的知識および経験を有すると認められる適格

機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件

を満たす個人は特定投資家として取扱うよう申出るこ

とができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客

として取扱うよう申出ることができます。 

◇～◇     （省 略） 

◇ロールオーバー 

取引所為替証拠金取引において、同一取引日中に反対

売買されなかった建玉を翌取引日に繰越すことをいい

ます。 

金融商品取引業者である当社の概要等 

および苦情受付・苦情処理・紛争解決 

(1)     （省 略） 

(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要 

【店頭外国為替証拠金取引】 

当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取引

「FX24」「シストレ２４」および「トライオート」につい

て、オンライン取引を提供させていただいております。な

お、「シストレ２４」については、投資助言業に該当しま

す。 

【】～【】    （省 略） 

(3) ～(4)     （省 略） 

 

【別紙】 

☆委託手数料   （省 略） 

 

☆レバレッジ選択機能 

 

☆取引所為替証拠金取引の種類 

（省 略） 

（注）韓国ウォンについては、100韓国ウォンあたりの呼

び値となります。 

対日本円取引のうち、トルコリラ及びメキシコペ

ソについて、当分の間、上場が延期されます。ま

た、中国人民元、インドルピー及び韓国ウォンに

ついて、当分の間、上場を休止しています。 

 

 

 

◇    （現行どおり） 

◇特定投資家（とくていとうしか） 

本取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識

および経験を有すると認められる適格機関投資家、国、

日本銀行などをいいます。一定の要件を満たす個人は

特定投資家として取扱うよう申出ることができ、一定

の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取扱うよ

う申出ることができます。 

◇～◇    （現行どおり） 

◇ロールオーバー 

本取引において、同一取引日中に反対売買されなかっ

た建玉を翌取引日に繰越すことをいいます。 

 

金融商品取引業者である当社の概要等 

および苦情受付・苦情処理・紛争解決 

(1)     （現行どおり） 

(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要 

【店頭外国為替証拠金取引】 

当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取引

「FX24」「シストレ２４」および「トライオート FX」につ

いて、オンライン取引を提供させていただいております。

なお、「シストレ２４」については、投資助言業に該当し

ます。 

【】～【】    （現行どおり） 

(3) ～(4)     （現行どおり） 

 

【別紙】 

☆委託手数料    （現行どおり） 

 

（削 除） 

 

☆取引所為替証拠金取引の種類 

（現行どおり） 

（注）韓国ウォンについては、100韓国ウォンあたりの呼

び値となります。 

対日本円取引のうち、メキシコペソについて、当

分の間、上場が延期されます。また、中国人民元、

インドルピー及び韓国ウォンについて、当分の間、

上場を休止しています。 
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現 行 変 更 後 

 

（以下省略） 

 

 

 

平成26年８月１日 

 

（以下現行どおり） 

 

 

 

平成27年５月11日 

 


